
６． まちづくり関連分野 

・ 多核 関する復興状況を把握するため、以下の指標を

選択し整理した。 
 

 ■アウトカム指標 

（県民生活や社会経済の復興状況を、

総合的に示す指標） 

■アウトプット指標 

（復興事業等における行政の活動量

や、それにより生じた現象を表す指標） 

・ネットワーク型都市圏の形成に

(1) 復興まちづくり 

 

 ① 復興まちづくり支援事業の実施状

況 

② まちづくり協議会設立数 

③ 復興市街地再開発事業の推移 

④ 復興土地区画整理事業の推移 

⑤ 復興土地区画整理事業地区内にお

ける利用促進利子補給の利用実績 

(2) 都市基盤・インフラ

整備 

 

① 主要高速幹線道路交通量 

③ 三ノ宮駅における乗降客数の推移

② 大都市圏における代替性のある高

規格道路網の整備率 

おける電線類地中化の整

⑦ コンクリートを使わない川づくり

⑧ 山地災害危険地区の事業着手率 

⑨ 地すべり防止区域の概成率 

⑩ 警戒ため池の解消状況 

⑪ 六甲山系グリーンベルト整備状況

 

 ④ 兵庫県に

備延長 

⑤ 下水道施設の普及率 

⑥ 河川改修延長 

⑫ 海岸保全施設の改良延長 

(3) 循環型社会づくり 

 

① 県民一人当たりのごみ排出量の推

移 

② リサイクル率の推移 

③ 二酸化炭素排出量の推移 

④ 酸性雨の ph 監視結果 

 

－ 

(4) 自然環境 

 

－ ① ナチュラルウォッチャー登録者数

 

(5) 街並み景観 

 

－ ① まちなみ緑化実績 

② 一人当たりの都市公園面積 

③ 緑化済み道路延長 

 

(6) 新都市開発 

 

① 神戸東部新都心における人口推移  
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(1) 復興まちづくり 
① 復興まちづくり支援事業 況（県、市町） 

っている。 

の実施状

・ 復興まちづくり支援事業の実施件数は、平成７年度には141件であったが、平成15年度

では 1,395 件とな
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1,294

1,181

H13 H14 H15 （年度）

図Ⅱ-６-１：復興まちづくり支援事業の実施
（出典：兵庫県都市政策担当課調べ）

 

 

② まちづくり協議会設立数 
・ 被災市町のまちづくり協議会設立数は、平成６年度に 成 15 年

度では 182 地区になっている（県全体では 288 地区

件数（累計） 
 

は 34 地区であったが、平

）。 

024

08
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（地区）
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288

141
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167
144

1321

48

136
1231151

340

50
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300

H6 H13 H14 H15

（年度）県全体 被災市町  
図Ⅱ-６-２：まちづくり協議会数 
（出典：兵庫県都市政策担当課調べ） 

※ 「まちづくり」の対象 

ここでいうまちづくりは以下のようなものを指し、広い意味でのまちづくり活動（福祉サービス、子育て、防犯、清

掃活動等）は含まれない。 

・ 面整備や公共施設等の整備に関する構想作成、提案 

・ 地区計画や景観協定などのまちづくり計画策定 

・ その他生活空間の創出につながる活動 
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③ 復興市街地再開発事業の推移 
・ 平成 11 年度に管理処分計画決定率が 50％を越え、平成 16 年度では 74%となってい

る。 

747171
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図Ⅱ-６-３：復興市街地再開発事業における管理処分計画決定率の推移 

（出典：兵庫県市街地整備課調べ） 

※ 0 

 

 

 

推移 

 管理処分計画決定率：管理処分計画決定済面積／全施行面積×10

④ 復興土地区画整理事業の

・ 仮換地指定率は、平成 12 年度に 56%となり、平成 16 年度では 94%となっている。 
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図Ⅱ-６-４：復興土地区画整理事業における仮換地指定率の推移 

（出典：兵庫県市街地整備課調べ） 

※ 仮換地 積×100 

 

指定率：仮換地指定済面積／事業認可面
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⑤ 復興土地区画整理事業地区内における利用促進利子補給の利用実績 
・ 復興土地区画整理事業地区内における利用促進利子補給の利用実績は、平成 15 年

度では 120 件であり、平成 11 年度以降の累計で 384 件となっている。 
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図Ⅱ-６-５：復興土地区画整理事業地区内における利用促進利子補給の利用実績 

※ 被災市街地復興土地区画整理事業地 て行われている被災市街地復興土地区画

整理事業地区内に 業所の建設のために銀

行等から融資を受けた場合、一定の条件を満たせば、「阪神・淡路大震災復興基金」から銀行等に返済する利子の

一部が補給される制度。 

（出典：兵庫県市街地整備課調べ） 
区内土地利用促進事業：被災地におい

おいて、自ら居住する新築住宅の建設・購入、または賃貸住宅、店舗・事
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(

①

・ 比 73 ﾎﾟｲﾝﾄま

で落ち込んだが、平成 10 年度に同 116.7 ﾎﾟｲﾝﾄまで回復した。平成 14 年度では震災前

比 108.7 ﾎﾟｲﾝﾄとなっている。 

2) 都市基盤・インフラ整備 
 主要高速幹線道路交通量 

兵庫県における主要高速幹線道路の交通量は、平成 7 年度には震災前

73.0

90.5

109.7

100.0

88.2

116.7 114.2 113.8
110.7 108.7

60

70

80

90

100

110

120

H6＝100

H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 （年度）
 

図Ⅱ-６-６：主要高速幹線道路交通量（合計） 
（出典：日本道路公団、阪神高速道路公団、本州四国連絡橋公団調べ） 

※H6 年度の交通量を１００とする 

          ※県内主要高速道路の出入口の車両通行量を集計 

0

50

100

150

200

250

300

H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 （年度）

（H6=100）

名神高速道路

中国自動車道

阪神高速道路：
神戸西宮線

阪神高速道路：
大阪西宮線

阪神高速道路：
北神戸線

阪神高速道路：
湾岸線

その他

 

 
図Ⅱ-６-７：主要高速幹線道路交通量 

（その他：第二神明有料道路、山陽自動車道、本州四国連絡道路） 
（出典：日本道路公団、阪神高速道路公団、本州四国連絡橋公団調べ） 

※Ｈ6 年度の値を１００とする。 

※阪神高速道路：湾岸線はＨ６年 4 月に開通。 
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② 格子型高規格幹線道路の整備率 
格子型高規格幹線道路の整備率は、平成６年度には 39%で

     

・ 災害時の代替機能を持つ

あったが、平成 15 年度では 63%となっている。 

100

（％）

44 45

63

39 39

60 60 60 60 60

0

20

40

60

80

H6 H7 5 （年度）
 

H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H1

図Ⅱ-６-８：格子型高規格幹線道路の整備率 
（出典：兵庫県道路計画課調べ） 

 

 

③ 三ノ宮駅における乗降客数の推移 
・ 三宮駅における乗降客数は、平成 6 年度に大きく減少（前年比 92.5 ﾎﾟｲﾝﾄ）した後、平成

8 年度に震災前比 104.0 ﾎﾟｲﾝﾄまで回復した。その後は減少し、平成 14 年度は震災前比

98.2 ﾎﾟｲﾝﾄとなっている。 
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宮駅における乗降客数 

 

図Ⅱ-６-９：ＪＲ三ノ
（出典：ＪＲ西日本調べ）
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備延長 

成 15 年度には 270km となっている。 

④ 兵庫県における電線類地中化の整

・ 電線類地中化の整備延長は、これまで 4 回の中期整備計画に基づいて進捗しており、

総延長は、平成２年度には 31km であったが、平

31

61

155
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185

210

244

270

20

70

120

170

220

270

320

H2 H6 Ｈ10 H11 H12 H13 H14 H15 （年度）

（ｋｍ）

 
図Ⅱ-６-１０：兵庫県における電線類地中化の整備延長 

（出典：兵庫県技術企画担当課調べ） 

⑤ 下水道施設の普及率 
・ 下水道施設の普及率は、平成５年度には 63.8%であったが、平成 15 年度では 84.9%と

なっている。
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図Ⅱ-６-１１：下水道施設の普及率 

（出典：国土交通省 都市・地域整備局調べ）

 102



⑥ 河川改修延長 
・ 河川改修延長は、平成 13 年度には 1,628km であったが、平成 15 年度では 1,650km と

なっている。 

1,650
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（ｋｍ）

 
図Ⅱ-６-１２：河川改修延長 

（出典：兵庫県河川計画課調べ） 

※ 概ね 10 年に１回程度 長(累計) 

※ H12 年度以前は集計方法が異なる

 

⑦ コンクリートを使わない川づくり 
当該年度に整備した河川延長のうち、多様な生物の生息・生育環境を保全するために「コ

ンクリートを使わない、あるいは見えない」河川として整備した延長の割合は、平成 8 年度に

は 35%であったが、平成 15 年度では 64%となっている。 

の大雨(時間雨量 50mm 相当)に対して安全性が確保された河川延
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図Ⅱ-６-１３：コンクリートをつかわない川作り・年間整備率 

（出典：兵庫県河川計画課調べ） 
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⑧ 山地災害危険地区の事業着手率 

いる。 

・ 山地災害危険地区着手率は、平成 8 年度には 39.6%であったが、平成 14 年度では

44.0%となって

35.0
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（地区）
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36.0

38.0

40.0
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44.0

46.0

（％）

着手率
 

山地災害危険地区数

図Ⅱ-６-１４：山地災害危険地区着手率 
（出典：山地災害危険地区に係る治山事業の着手状況調べ，兵庫県治山課） 

※ 山地災害危険地区着手率（％）＝山地災害危険地区治山事業着手数／山地災害危険地区数×100 

※ 平成 8 年度に見直し調査を実施 

 

⑨ 地すべり防止区域の概成率 
・ 地すべり防止区域の概成率（平成 18 年度目標を 100%）は、農地では、平成 1 年度に

.2%であったが、平成 15 年度 68.3%となっている。治山では、平成 12 年度に

は 55.6%であったが、平成 15 年度では 77.8%となっている。 

2

は 12 では

68.365.9

31.7

12.2

77.8

66.7

55.655.6

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

H12 H13 H14 H15 度)

（％）

農地 治山
 

図Ⅱ-６-１５：地すべり防止区域の概成率（平成 18 年度目標を 100%） 
（出典：兵庫県農村環境課、治山課調べ） 

(年
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⑩ 警戒ため池の解消状況 
・ 警戒ため池の箇所数は、平成 6 年度には、震災の影響で、704 箇所と大きく増加した

が、その後は減少し、平成 15 年度では 210 箇所となっている。 
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図Ⅱ-６-１６：警戒ため池箇所数 

（出典：警戒ため池数調査，兵庫県農村環境課） 

 

⑪

・ 六甲山系グリーンベルトの整備事業は、国と県がそれぞれ進めており、平成 15 年度で、

うち 685.2ha（約 43％）が整備されている。 

 六甲山系グリーンベルト整備状況 

事業地区（Ａｿﾞｰﾝ 1,598ha）の
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図Ⅱ-６-１７：六甲山系グリーンベルト整備状況 

（出典：兵庫県砂防課調べ） 
※ 六甲山系グリーンベルト整備事業：兵庫県南部地震により六甲山全域で山体のゆるみが生じ、多くの崩壊が起こり、

土砂災害の危 至る斜面において

「一連の緑地帯」を整備する事業 。 

険性が高まったことから、山体の強化を図るため、市街地に接する山麓から山腹に

。事業に応じては国と県がそれぞれ実施する
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⑫ 海岸保全施設の改良延長 
・ 海岸保全施設の改良率は、平成６年度は 3%であったが、平成 15 年度は 43%となって

いる。 
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兵庫県 被災地域

図Ⅱ-６-１８：海岸保全施設の改良率の推移 
（出典 県港湾課調べ） 

 
：兵庫
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(

①

・ 人当たりのごみ排出量は、平成 8 年度には 1,335g/人・日であったが、平成 13 年

度では、1,299/人・日になっている。 

3) 循環型社会づくり 
 県民一人当たりのごみ排出量の推移 

県民一
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図Ⅱ-６-１９：県民一人当たりのごみ排出量の推移 

（出典：兵庫県一般廃棄物実態調査） 

※ 計算式： 区域内人口 

 

② リサイクル率の推移 
・ 一般廃棄物のリサイクル率は、平成 6 年度には 7.8%であったが、平成 13 年度では

12.5%となっている。 

（計画収集量＋直接搬入量＋自家処理量）／計画処理

 

12.5

34.8

12.2
11.09.9

7.77.57.67.8

32.632.9
36.2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 （年度）

（％）

一般廃棄物 産業廃棄物
 

図Ⅱ-６-２０：リサイクル率の推移 
（出典：環境白書（兵庫県）） 

※ リサイクル率：廃棄物の総排出量に占める再資源化量の割合（再資源化量／総排出量） 

※ 産業廃棄物については、Ｈ９年度以前のデータ無し 
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③ 二酸化炭素排出量の推移 
も震災の影響を大きく受けることなく、横ばいに推・ 二酸化炭素排出量は、いずれの部門

移している。 

0
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60,000

80,000

（年度）

（ｋｔ）

その他 3,476 3,524 3,700 3,736 3,670 3,714 3,711 3,143 2,822 3,111 3,049 

運輸 8,613 8,943 9,035 9,178 9,141 9,808 10,201 9,832 9,436 9,306 9,030 

民生(業務） 2,490 2,574 2,570 2,647 2,875 2,776 2,948 2,643 2,646 2,670 2,657 

民生(家庭） 5,991 6,024 6,010 6,028 6,871 6,574 6,787 6,417 6,254 6,482 6,623 

産業 47,670 53,427 52,096 48,825 50,021 45,701 50,945 52,228 49,793 50,319 52,710 

H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12

（合計 68,240 74,492 73,411 70,414 72,578 68,573 74,592 74,263 70,951 71,888 74,069 ）  
図Ⅱ-６-２１：部門別二酸化炭素排出量の推移 

（出典：兵庫県大気課調べ） 

④ 酸性雨の

・ 酸性雨の ph 監視結果については、震災の影響は特に見られない。 
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図Ⅱ-６-２２：酸性雨の ph 監視結果 
（出典：兵庫県大気課調べ） 

※ ph：酸性度、アルカリ性度を図る指標。この値が７より小さいと酸性、７より大きいとアルカリ性、７で中性とな

る。 

※ 酸性雨：工場や自動車から排出される大気汚染物質により雨の酸性度が強くなる現象。 
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①

・ ナチュラルウォッチャー登録者数は、平成 9 年度には 781 人であったが、平成 15

年度には 11,031 人となっている。 

4) 自然環境 
 ナチュラルウォッチャー登録者数 
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図Ⅱ-６-２３：ナチュラルウォッチャー登録者数の推移 

（出典：兵庫県自然環境保全課調べ） 
※ ナ ためのきっかけづくり

の制度。兵庫県民であれば誰でもナチュラルウォッチャーに登録でき、登録すると自然観察の方法や、県への情報

提供の方法等の情報が受けられる。 

 

(5)  街並み景観 
① まちなみ緑化実績 

・ まちなみ緑化実績は、平成 11 年度には 22 件であったが、平成 14 年度では累計で 196

件となっている。 

チュラルウォッチャー制度：県民の方が身の回りや県内の自然を観察・実感していただく

196
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H12 H13

図Ⅱ-６-２４：まちなみ緑化実績（累計） 
（出典：兵庫県都市計画課調べ） 

※ まちなみ緑化事業：市町の実施する一定のまとまりある地域単位で取り組まれる緑化事業に対し、補助金を交付す

る事業。平成 14 年度に終了。 
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の都市公園面積 
成５年度には 8.6 ㎡/人であったが、平成 14 年度では

② 一人当たり

・ 一人当たりの都市公園面積は、平

10.3 ㎡/人となっている。 
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図Ⅱ-６-２５：一人当たりの都市公園面積の推移 
（出典：兵庫県公園緑地課調べ） 

※ 都市公園：主に都市部において国・  

③ 緑化済み道路延長 
・ 緑化済み道路延長は、平成５年度には 402km であったが、平成 15 年度では 559km と

なっている。 

地方自治体が設置する公園、緩衝緑地。
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図Ⅱ-６-２６：緑化済み道路延長 
（出典：兵庫県道路保全課調べ） 

※ 道路の緑化：良好な都市景観の形成や自動車の排気ガスや騒音の緩和や、防火・防風・防暑・視線誘導といった効

果を目的に、道路の沿線に街路樹や植樹帯を設けること。 

※ 緑化済み道路延長：良道路の上り線、 るいは中央分離帯、交通島が緑化されて下り線の少なくともどちらかが、あ

いる区間の延長距離。 
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①

・ 、平成 13 年には 8,154 人であったが、平成 16 年には 11,652

人となっている。 

6) 新都市開発 
 神戸東部新都心における人口推移 

神戸東部新都心の人口は
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図Ⅱ-６-２７：神戸東部新都心の人口 

（出典：兵庫県都市計画課調べ） 
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